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1 柏崎市第２次食育推進計画アンケート結果  

 

☆アンケートの概要 

 ○目的 

  ・市⺠の⾷育に関する意識や⾷習慣、⾷の状況について把握する基礎資料とする  

  ・食育推進計画の評価及び次期計画策定にいかす 

 

 ○調査対象 

  ・柏崎市に在住の 15〜19 歳の 200 人、20 歳代〜70 歳代の各世代 400 人、80〜

84 歳の 200 人（無作為抽出） 

 

 ○調査期間 

  ・平成 28 年 7 月 19 ⽇（⽕）〜8 月 5 ⽇（⾦）  

 

 ○調査方法 

  ・住⺠基本台帳から無作為抽出し、郵送により配布、回収した 

元気館へ直接提出することも可能とした 

 

 ○回収状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 送付数 回収数 回収率  

15〜19 歳 200 人 62 人 31.0% 

20〜29 歳 400 人 99 人 24.8% 

30〜39 歳 400 人 156 人 39.0% 

40〜49 歳 400 人 144 人 36.0% 

50〜59 歳 400 人 180 人 45.0% 

60〜69 歳 400 人 243 人 60.8% 

70〜79 歳 400 人 263 人 65.8% 

80〜84 歳 200 人 126 人 63.0% 

総計 2,800 人 1,273 人 45.5％ 



《資料編》 

 

62 

 

柏崎市第２次食育推進計画アンケート結果（１５～８４歳）ｎ＝１，２７３人 

 

 

 

 

 

 
１ 「食育」という言葉を知っ

ていましたか 

言葉も意味も知っていた 45.1%  言葉は知っていたが、意味は知らなかった

41.1%  言葉も意味も知らなかった 11.2% 

２ 「食育」に関心があります

か 

関心がある 22.9%  どちらかといえば関心がある 46.8%  どちらかとい

えば関心がない 16.6%  関心がない 6.8% 分からない 4.9% 無回答

2.0% 

２－２ 「食育」に関心がある理由

は何ですか（複数回答） 

ｎ＝８８８ 

子どもの心身の健全な発育のために必要だから 61.5% 食生活の乱れ（栄養バ

ランスの崩れ等）が問題になっているから 64.5% 肥満ややせ過ぎが問題にな

っているから 33.4% 生活習慣病（がん、糖尿病等）の増加が問題になってい

るから 69.0% ノロウイルスや O-157 等の食中毒の発生など、食品の安全確

保が重要だから 22.3% 食にまつわる地域の文化や伝統を守ることが重要だ

から 23.4% 食料を海外からの輸入に依存しすぎることが問題だから 25.1% 

有機野菜など自然環境と調和した食料生産が重要だから 30.1% 消費者と生

産者の間の交流や信頼が足りないと思うから 8.6% 大量の食べ残しなど食品

廃棄物が問題だから 34.2% 自然の恩恵や食に対する感謝の念が薄れている

から 34.1% その他 2.6%  特にない 1.5% 分からない 0.9% 無回答

0.7％ 

３ 柏崎の「食育」を推進する

ためには、今後どのような

取組が必要だと思われま

すか（複数回答） 

食習慣・栄養バランスについての普及啓発 53.2%  「肥満」「やせ」の問題

の改善 23.6%  基本的な食事マナーや礼儀作法の啓発 20.8% 

歯やお口の健康に関すること 35.3%  地域の郷土料理や食文化の継承

30.9%  食の安全・安心に関する情報の発信 43.6%  地産地消の推進

39..4% 農漁業を通じた生産者と消費者との交流 14.7%  環境への配慮

（食べ物の廃棄やエコ活動など）25.9% 食を通じた地域振興（商店街や地域

のイベントなど）の活性 24.9%  その他 1.1%  特にない 4.9%  わか

らない 4.6% 無回答 9.8% 

４  朝食を食べていますか 毎日食べる 88.0%  週に４・５回食べる 3.7%  週に２・３回食べる 2.4%  

ほとんど食べない 4.9% 無回答 1.0% 

５  野菜のおかず（漬物を除

く）は一日何回食べますか 

３回 40.0%   ２回 39.4%   １回 17.3%   食べない 1.6%   

無回答 1.6% 

６ 日頃の食事で朝食・昼食・

夕食で食べるものに○を

つけてください 

＜朝食＞ 主食・主菜・副菜 61.0% 主食・主菜 13.6% 主食・副菜 4.0% 

主菜・副菜 0.7% 主食のみ 14.4% 主菜のみ 0.4% 副菜のみ 0.5% なし

5.4% 

＜昼食＞ 主食・主菜・副菜 68.9% 主食・主菜 9.0% 主食・副菜 10.0% 

主菜・副菜 0.9% 主食のみ 9.2% 主菜のみ 0.2% 副菜のみ 0.2% なし

1.8% 

＜夕食＞ 主食・主菜・副菜 85.4% 主食・主菜 2.9% 主食・副菜 1.8% 

主菜・副菜 6.9% 主食のみ 1.2％ 主菜のみ 0.5% 副菜のみ 0% なし

1.3% 

７ 家族二人以上で一緒に食

事をすることがどのくら

いありますか（１）朝食に

ついて 

ほぼ毎日 59.9%  週４・５回 3.5%  週２・３回 6.3%  週１回程度

4.9%  ほとんど食べない 20.3% 無回答 5.2% 

 

（２）夕食について ほぼ毎日 66.0%  週４・５回 5.7%  週２・３回 6.3%  週１回程度

3.7%  ほとんど食べない 11.2%  無回答 7.1% 

８ 食品を購入する際にどの

ようなことを意識します

か（複数回答） 

 

価格 77.8% 産地 57.6%  鮮度 73.7%  賞味期限・消費期限 74.1% 

食品添加物 28.4% 栄養表示 13.2% その他 2.4%  特に意識しない

5.0%   分からない 1.5%  無回答 1.6% 

◆年  齢： １５～１９歳 4.9%  ２０～２９歳 7.8% ３０～３９歳 12.3% ４０～４９歳 11.3%  

５０～５９歳 14.１%  ６０～６９歳 19.1% ７０～７９歳 20.7%  ８０～８４歳 9.9% 

◆性  別： 男 45.2%   女 54.8% 

◆家族構成： 一人暮らし 13.2%  夫婦二人暮らし 32.2%  二世代家族（親と同居・子と同居）43.5%  

三世代家族 8.4% その他 2.2% 無回答 0.5% 
◆職  業： 常勤（日勤）27.6%  常勤（夜勤あり）4.4%  パート・アルバイト 12.3% 
       自営業（農業・漁業も含む）7.9%  専業主婦（自営業手伝い）10.9%  学生 5.3%   

無職 30.6%  その他 0.2%  無回答 0.7% 
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９ 地元の食材を優先して利

用しますか 

よく利用する 27.9%  時々利用する 39.7%    あまり利用しない

17.1%  利用しない 4.2%  分からない 10.0%  無回答 1.1%  

９-2 利用しないのはなぜです

か（複数回答）ｎ＝２７１ 

身近に売っていない 24.4% 価格が高い 31.4% 産地がわからない 12.9% 

産地は気にしない 43.5% その他 10.3%  

１０ 農作物を作ることに興

味・関心がありますか 

とてもある 26.0%  まあまあある 37.9%  あまりない 22.9%  ない

10.2% 無回答 3.1% 

１１ 仕事で携わる以外に、今まで

に農林漁業体験をしたことが

ありますか 

ある 60.2%  ない 37.2%  分からない 1.3%  無回答 1.3% 

１２ 郷土料理（えご、ぜんまい煮

など地域の産物を使った昔か

ら作られている行事食や旬の

料理）を食べることがありま

すか 

よく食べる 24.7%  まあまあ食べる 48.4%  あまり食べない 22.4% 

食べない 3.7% 無回答 0.9% 

 

12-2  食べない理由はなぜです

か（複数回答）ｎ＝３３２ 

郷土料理を知らない 23.8% 郷土料理を作れない 39.5% 教わる機会がない

22.6% 作っても食べる人がいない 13.0% 食卓に出てこない 37.3% 食

べたくない 12.7% その他 8.1% 無回答 1.8%       

１３ 柏崎地域で特に生産、収穫

される農水産物（野菜、海

産物、魚など）や加工品を

知っていますか 

知っている 50.4%  知らない 42.3%  無回答 7.3% 

１４ 内臓脂肪症候群（メタボリ

ックシンドローム）につい

て知っていますか 

内容を知っている 69.2%  言葉は聞いたことはあるが内容は知らない

25.8%  知らない 2.7%  無回答 2.3% 

１５ 体の健康を保つために自

分の必要なエネルギー量

や食事の量を知っていま

すか 

知っている 15.6%  少しは知っている 49.3%    

知らない 33.0% 無回答 2.1% 

１６ コマ型の「食事バランスガ

イド」を見たことがありま

すか 

ある 55.5%  ない 42.7%  無回答 1.7% 

１７ 日頃こころがけているこ

とはありますか 

（複数回答） 

決まった時間に食事をする 48.6%   三食食べる 76.8%     

主食（ごはん、パン、めん等）、主菜（魚、肉、卵、大豆を使った料理）、副

菜（野菜料理）をそろえた食事をする 59.2%  油を控えている 38.8% 塩

分を控えている 51.5%  間食（菓子や甘味飲料）を控えている 38.8% よ

く噛んで食べる 32.7% 腹八分目にする 33.2%               

旬の食材を使うようにしている 40.1%  安全な食品を購入するよう 

にする 45.9%  無駄や廃棄を少なくした食事をする 32.0% 

よいマナーで食事をする 19.2%  食に対して感謝の気持ちをもつ 

36.4% 地域の行事食や食事の知恵などを伝える 4.6%  栄養補助 

食品（サプリメント）を利用している 13.1% その他 1.3%   

特にない 4.4% 無回答 1.3% 

１８ 災害に備えて食品や水、熱

源等を備蓄していますか 

備蓄品がある（１人３日分程度）22.7%  備蓄品がない 23.3%   

日常の買い置き程度 47.1%  分からない 4.3%  無回答 2.7% 

18 ｰ 2 備蓄品の内容について 

ｎ＝２８９ 

【食品等】 飲料水 83.0% レトルトやフリーズドライ等の飯や粥 44.6% 

カップ麺 64.4%  乾パン 27.0% 肉や魚のレトルトや缶詰 65.1% 野菜

料理のレトルトや缶詰 12.1%  果物の缶詰やドライフルーツ 22.8% イン

スタントみそ汁やスープ 55.7% 野菜ジュースや果汁 32.9%  その他

7.6% 無回答 0.3% 

【特別な食品】赤ちゃん用粉ミルク 1.4% 離乳食 0.7% アレルギー食 0%  

栄養補助食品 6.2% その他 0.3% 

【その他】カセットコンロ 80.3%  カセットコンロのボンベ 75.4% 紙コ

ップ 64.4%  割り箸 78.9%  ラップ、アルミホイル 75.1%  使い捨

て食器等 43.9% 歯ブラシ 61.2% キシリトールガム 12.1% 洗口剤（マ

ウスウォッシュ、デンタルリンス）23.9%  マッチ、ライター等 58.5%  

携帯カイロ 43.9%  懐中電灯 93.4%  携帯ラジオ 72.7%  毛布

48.8%  その他 11.4%  無回答 3.1% 
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(年度の比較、年代別比較）

食育の認知度について

問１ 「食育」という言葉を知っていましたか

食育の言葉も意味も知っていると回答した人は４５．１％
と平成２４年度と比較して増加した

①言葉も意味も

①言葉も意味も①言葉も意味も

①言葉も意味も

知っている

知っている知っている

知っている

②言葉は知っている

②言葉は知っている②言葉は知っている

②言葉は知っている

が意味は知らない

が意味は知らないが意味は知らない

が意味は知らない

③言葉も意味も

③言葉も意味も③言葉も意味も

③言葉も意味も

知らない

知らない知らない

知らない

Ｈ２８年度 ４５．１％ ４１．１％ １１．２％

Ｈ２４年度 ４２．５％ ４２．１％ １４．０％

45.1%

46.0%

42.2%

46.1%

49.4%

50.0%

44.9%

42.4%

32.3%

41.1%

27.8%

38.0%

40.3%

40.6%

43.1%

46.2%

48.5%

56.5%

11.2%

20.6%

13.3%

12.3%

10.0%

4.9%

8.3%

7.1%

11.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総計

⑧80代

⑦70代

⑥60代

⑤50代

④40代

③30代

②20代

①10代 ①言葉も意味も

知っていた

②言葉は知っ

ていたが、意味

は知らなかった

③言葉も意味も

知らなかった

（今回の調査で

初めて聞いた

場合を含む）

問１ 「食育」という言葉を知っていましたか

食育の関心度について

問２ 「食育」に関心がありますか

食育に関心がある、どちらかといえば関心がある人を合わ
せると６９．７％と、平成２４年度が６８％と若干増加した

①関心がある

①関心がある①関心がある

①関心がある

②どちらかと

②どちらかと②どちらかと

②どちらかと

いえば関心

いえば関心いえば関心

いえば関心

がある

があるがある

がある

③どちらかと

③どちらかと③どちらかと

③どちらかと

いえば関心

いえば関心いえば関心

いえば関心

がない

がないがない

がない

④関心がな

④関心がな④関心がな

④関心がな

い

いい

い

⑤わからない

⑤わからない⑤わからない

⑤わからない

Ｈ２８年度 ２２．９％ ４６．８％ １６．６％ ６．８％ ４．９％

Ｈ２４年度 ２２．５％ ４５．５％ １８．４％ ５．６％ ５．８％
26.2%

29.3%

26.7%

20.6%

19.4%

19.2%

15.2%

11.3%

22.9%

43.7%

43.3%

43.6%

48.3%

54.9%

54.5%

44.4%

41.9%

46.8%

13.5%

14.1%

19.3%

18.9%

14.6%

14.7%

19.2%

21.0%

16.6%

4.0%

3.8%

6.6%

7.8%

5.6%

6.4%

15.2%

12.9%

6.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑧80代

⑦70代

⑥60代

⑤50代

④40代

③30代

②20代

①10代

総計

①関心がある

②どちらかとい

えば関心がある

③どちらかとい

えば関心がない

④関心がない

⑤わからない

問２ 「食育」に関心がありますか

問２－２ 「食育」に関心のある理由

生活習慣病（がん・糖尿病等）の増加が問題である、

次いで、食生活の乱れ（栄養バランスの崩れ）が問題で

ある、子どもの心身の健全な発育のために必要だから
の順で多かった

問３

柏崎の「食育」を推進するためには、今後どのような取

組みが必要だと思いますか

食習慣・栄養バランスについての普及啓発、次いで、食

の安全・安心に関する情報の発信、地産地消の推進の

順で多かった

食習慣について

問４ 朝食を食べていますか

朝食を毎日食べると回答した人の割合は平成２４年度と

比較して、ほぼ横ばいであった。ほとんど食べないと回答
した人が若干減少した。

①毎日食べる①毎日食べる①毎日食べる①毎日食べる ②週に４～５②週に４～５②週に４～５②週に４～５
回食べる回食べる回食べる回食べる

③週に２～３③週に２～３③週に２～３③週に２～３
回食べる回食べる回食べる回食べる

④ほとんど④ほとんど④ほとんど④ほとんど
食べない食べない食べない食べない

Ｈ２８年度 ８８．０％ ３．７％ ２．４％ ４．９％

Ｈ２４年度 ８７．７％ ４．３％ １．７％ ５．６％
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(年度の比較、年代別比較）

食習慣について

問４ 朝食を食べていますか

88.0%

95.2%

95.1%

92.2%

90.0%

84.0%

80.8%

65.7%

83.9%

4.9%

2.4%

0.8%

2.1%

6.1%

7.6%

9.6%

11.1%

6.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

総計

⑧80代

⑦70代

⑥60代

⑤50代

④40代

③30代

②20代

①10代

①毎日食べる

②週に4～5回

食べる

③週に2～3回

食べる

④ほとんど食べ

ない

食習慣について

問４ 朝食を食べていますか

88.0%

90.4%

85.1%

4.9%

3.4%

6.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

総計

②女

①男

①毎日食べる ②週に4～5回食べる

③週に2～3回食べる ④ほとんど食べない

食習慣について

問５ 野菜のおかず（漬物を除く）は一日何回

食べますか

３回食べると回答した人の割合は、平成２４年度と比較して

横ばいであったが、２回と回答した人の割合が若干減少し、

１回と回答した人の割合が増加したため、全体的では野菜

摂取が不足していることが考えられる。

①３回①３回①３回①３回 ②２回②２回②２回②２回 ③１回③１回③１回③１回 ④食べない④食べない④食べない④食べない

Ｈ２８年度 ４０．０％ ３９．４％ １７．３％ １．６％

Ｈ２４年度 ４０．５％ ４３．１％ １４．６％ ０．６％

問５ 野菜のおかず（漬物を除く）は一日何回

食べますか

33.9%

17.2%

21.8%

29.2%

36.7%

46.9%

52.9%

60.3%

40.0%

45.2%

48.5%

49.4%

47.9%

41.1%

35.8%

32.3%

27.0%

39.4%

16.1%

28.3%

26.3%

20.8%

20.0%

14.4%

10.6%

9.5%

17.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①10代

②20代

③30代

④40代

⑤50代

⑥60代

⑦70代

⑧80代

総計

①3回

②2回

③1回

食習慣について

問６ 日頃の食事バランスの状況について（朝食）

53.2%

36.4%

43.6%

51.4%

51.1%

70.4%

78.3%

77.0%

61.0%

17.7%

20.2%

23.1%

20.8%

20.0%

9.9%

3.4%

5.6%

13.6%

24.2%

27.3%

21.8%

18.1%

17.8%

10.7%

6.8%

4.0%

14.4%

4.8%

11.1%

7.7%

8.3%

6.1%

2.1%

4.2%

3.2%

5.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①10代

②20代

③30代

④40代

⑤50代

⑥60代

⑦70代

⑧80代

総計

①主食・主菜・副

菜

②主食・主菜

③主食・副菜

④主菜・副菜

⑤主食のみ

⑥主菜のみ

⑦副菜のみ

⑧なし

問６ 日頃の食事バランスの状況について（昼食）

87.1%

61.6%

66.7%

69.4%

67.8%

65.8%

70.7%

71.4%

68.9%

6.5%

17.2%

12.8%

9.7%

14.4%

6.6%

3.4%

6.3%

9.0%

0.0%

8.1%

5.8%

5.6%

8.3%

15.2%

12.9%

12.7%

10.0%

6.5%

11.1%

14.1%

10.4%

7.2%

9.1%

7.6%

7.9%

9.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①10代

②20代

③30代

④40代

⑤50代

⑥60代

⑦70代

⑧80代

総計

①主食・主菜・副

菜

②主食・主菜

③主食・副菜

④主菜・副菜

⑤主食のみ

⑥主菜のみ

⑦副菜のみ

⑧なし
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問６ 日頃の食事バランスの状況について（夕食）

91.9%

80.8%

84.6%

86.1%

82.2%

82.3%

87.5%

92.1%

85.4%

4.8%

8.1%

4.5%

3.5%

2.2%

2.9%

1.1%

0.0%

2.9%

0.0%

5.1%

7.1%

5.6%

11.1%

10.7%

5.7%

2.4%

6.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①10代

②20代

③30代

④40代

⑤50代

⑥60代

⑦70代

⑧80代

総計

①主食・主菜・副

菜

②主食・主菜

③主食・副菜

④主菜・副菜

⑤主食のみ

⑥主菜のみ

⑧なし

食習慣について

問６ 日頃の食事バランスの状況について

（問６ 日頃の食事について、朝食、昼食、夕食に食べる物に○をつけてください）

主食・主菜・副菜をバランスよく摂取している人の割合は朝食

６１．０％、昼食６８．９％、夕食８５．４％だった。

平成２４年度と比較するといずれも増加していた。

主食・主菜・副菜主食・主菜・副菜主食・主菜・副菜主食・主菜・副菜
を摂取している割合を摂取している割合を摂取している割合を摂取している割合

①朝食①朝食①朝食①朝食 ②昼食②昼食②昼食②昼食 ③夕食③夕食③夕食③夕食

Ｈ２８年度 ６１．０％ ６８．９％ ８５．４％

Ｈ２４年度 ５１．６％ ５９．６％ ８２．４％

共食について

問７－１ 家族二人以上で一緒に食事をすること

が、どのくらいありますか （朝食について）

ほぼ毎日、週４～５回と回答した人の割合は減少した。

朝食朝食朝食朝食 ①ほぼ毎日

①ほぼ毎日①ほぼ毎日

①ほぼ毎日 ②週４～５回

②週４～５回②週４～５回

②週４～５回 ③週２～３回

③週２～３回③週２～３回

③週２～３回 ④週１回程度④週１回程度④週１回程度④週１回程度 ⑤ほとんど

⑤ほとんど⑤ほとんど

⑤ほとんど

食べない

食べない食べない

食べない

Ｈ２８年度 ５９．９％ ３．５％ ６．３％ ４．９％ ２０．３％

Ｈ２４年度 ６２．０％ ６．１％ ５．９％ ４．６％ １９．４％

64.5%

33.3%

55.8%

63.2%

53.9%

62.6%

68.8%

65.1%

59.9%

4.8%

3.0%

4.5%

5.6%

5.0%

3.7%

0.8%

6.5%

12.1%

8.3%

7.6%

7.2%

4.9%

4.9%

6.3%

8.1%

7.7%

5.6%

10.0%

3.3%

4.9%

22.6%

42.4%

23.7%

16.7%

22.2%

17.7%

13.3%

18.3%

20.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①10代

②20代

③30代

④40代

⑤50代

⑥60代

⑦70代

⑧80代

総計

①ほぼ毎日

②週4～5回

③週2～3回

④週1回程度

⑤ほとんど食べ

ない

問７－１ 家族二人以上で一緒に食事をすること

が、どのくらいありますか （朝食について）

共食について

問７－２ 家族二人以上で一緒に食事をすることが、

どのくらいありますか （夕食について）

ほぼ毎日、週４～５回と回答した人の割合は減少した。ほとんど
食べないと回答した人の割合が増加した

朝食朝食朝食朝食 ①ほぼ毎①ほぼ毎①ほぼ毎①ほぼ毎
日日日日

②週４～５②週４～５②週４～５②週４～５
回回回回

③週２～３③週２～３③週２～３③週２～３
回回回回

④週１回程④週１回程④週１回程④週１回程
度度度度

⑤ほとんど⑤ほとんど⑤ほとんど⑤ほとんど
食べない食べない食べない食べない

Ｈ２８年度 ６６．０％ ５．７％ ６．３％ ３．７％ １１．２％

Ｈ２４年度 ７３．５％ ６．１％ ７．２％ ３．１％ ８．２％

問７－２ 家族二人以上で一緒に食事をすること

が、どのくらいありますか （夕食について）

79.0%

52.5%

66.0%

64.6%

60.0%

68.7%

71.1%

64.3%

66.0%

4.8%

12.1%

8.3%

4.2%

9.4%

5.8%

1.9%

2.4%

5.7%

8.1%

10.1%

8.3%

13.9%

9.4%

6.3%

9.1%

5.8%

6.1%

4.8%

15.2%

9.6%

11.1%

11.1%

12.3%

10.3%

12.7%

11.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①10代

②20代

③30代

④40代

⑤50代

⑥60代

⑦70代

⑧80代

総計

①ほぼ毎日

②週4～5回

③週2～3回

④週1回程度

⑤ほとんど食べ

ない
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食品の購入について

問８ 食品を購入する際にどのようなことを意識しますか

価格、賞味期限・消費期限、鮮度の順に回答した人の割合が
多かった。

77.8

74.1

73.7

57.6

28.4

13.2

5.0

83.7

79.4

78.4

62.4

30.7

13.1

3.0

0

20

40

60

80

100

Ｈ２８年度

Ｈ２４年度

地産地消について

問９ 地元の食材を優先して利用しますか

よく利用する、時々利用すると回答した割合は

平成２４年度より減少した。

①よく利

①よく利①よく利

①よく利

用する

用する用する

用する

②時々利用

②時々利用②時々利用

②時々利用

する

するする

する

③あまり利

③あまり利③あまり利

③あまり利

用しない

用しない用しない

用しない

④利用しない

④利用しない④利用しない

④利用しない ⑤わからない

⑤わからない⑤わからない

⑤わからない

Ｈ２８年度 ２７．９％ ３９．７％ １７．１％ ４．２％ １０．０％

Ｈ２４年度 ２８．３％ ４１．５％ １６．３％ ３．４％ ８．３％

問９ 地元の食材を優先して利用しますか

6.5%

10.1%

16.0%

17.4%

25.0%

38.7%

38.4%

40.5%

27.9%

25.8%

29.3%

42.3%

48.6%

41.1%

37.9%

41.8%

38.9%

39.7%

21.0%

29.3%

22.4%

20.8%

21.1%

14.0%

9.9%

10.3%

17.1%

6.5%

17.2%

6.4%

4.2%

40.3%

14.1%

12.8%

10.4%

9.4%

6.6%

4.6%

6.3%

10.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①10代

②20代

③30代

④40代

⑤50代

⑥60代

⑦70代

⑧80代

総計

①よく利用する

②時々利用す

る

③あまり利用し

ない

④利用しない

⑤わからない

地産地消について

問９－２ 利用しない理由

産地は気にしないと回答した人の割合が一番多く、価格が

高い、身近に売っていないの順で多かった。

産地は気

にしない

35%

価格が高い

26%

身近に売っ

ていない

20%

産地がわか

らない

11%

その他

8%

地産地消について

問１０ 農作物（家庭菜園も含む）を作ることに興味・

関心はありますか

とてもあると回答した人の割合は若干増えたが、まあまああ
ると合わせると平成２４年度より減少した

①とてもある①とてもある①とてもある①とてもある ②まあまあある②まあまあある②まあまあある②まあまあある ③あまりない③あまりない③あまりない③あまりない ④ない④ない④ない④ない

Ｈ２８年度 ２６．０％ ３７．９％ ２２．９％ １０．２％

Ｈ２４年度 ２４．５％ ４２．２％ １９．７％ １０．７％

問１０ 農作物（家庭菜園も含む）を作ることに
興味・関心はありますか

11.3%

10.1%

14.1%

13.9%

15.6%

35.4%

39.9%

42.1%

26.0%

32.3%

32.3%

41.7%

36.8%

50.6%

36.6%

36.5%

28.6%

37.9%

35.5%

34.3%

31.4%

34.7%

25.6%

16.0%

14.8%

9.5%

22.9%

19.4%

23.2%

12.8%

9.7%

5.6%

9.5%

4.9%

11.9%

10.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①10代

②20代

③30代

④40代

⑤50代

⑥60代

⑦70代

⑧80代

総計

①とてもあ

る

②まあまあ

ある

③あまりな

い

④ない
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地産地消について

問１１ 仕事で携わる以外に、今までに農林漁業

体験を経験したことがありますか

体験をしたことがあると回答した人の割合は平成２４年度

と比較するとほぼ横ばいであった

①ある

①ある①ある

①ある ②ない

②ない②ない

②ない ③わからない

③わからない③わからない

③わからない

Ｈ２８年度 ６０．２％ ３７．２％ １．３％

Ｈ２４年度 ６０．７％ ３３．３％ １．０％

地産地消について

問１２ 郷土料理を食べることがありますか
（郷土料理とは、えごやぜんまい煮など地域の産物を使った昔から作

られている行事食や旬の料理）

よく食べると回答した人の割合は平成２４年度より

減少した

①よく食べる①よく食べる①よく食べる①よく食べる ②まあまあ②まあまあ②まあまあ②まあまあ
食べる食べる食べる食べる

③あまり③あまり③あまり③あまり
食べない食べない食べない食べない

④食べない④食べない④食べない④食べない

Ｈ２８年度 ２４．７％ ４８．４％ ２２．４％ ３．７％

Ｈ２４年度 ３１．９％ ４５．６％ １６．８％ ３．９％

問１２ 郷土料理を食べることがありますか

8.1%

5.1%

14.7%

17.4%

19.4%

26.7%

36.9%

46.8%

24.7%

37.1%

41.4%

48.1%

53.5%

50.6%

52.7%

48.7%

42.1%

48.4%

43.5%

40.4%

30.8%

25.0%

26.7%

18.1%

11.8%

8.7%

22.4%

11.3%

13.1%

6.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①10代

②20代

③30代

④40代

⑤50代

⑥60代

⑦70代

⑧80代

総計

①よく食べる

②まあまあ食べ

る

③あまり食べな

い

④食べない

地産地消について

問１２－２ 郷土料理を食べない理由

食べない理由は、10,20代では半数以上が食卓に出てこ

ないからと回答しており、次いで、郷土料理が作れない

と回答している。30～60代では郷土料理が作れないが

一番多く、次いで、食卓に出てこない、郷土料理を教わ

る機会がないと回答している。

問１２－２ 郷土料理を食べない理由

23.5

30.2

32.8

26.8

13.0

14.6

27.3

18.2

23.8

29.4

43.4

46.6

51.2

44.4

39.6

18.2

9.1

39.5

17.6

26.4

20.7

34.1

11.1

22.9

30.3

18.2

22.6

17.2

14.6

16.7

20.8

9.1

27.3

13.0

67.6

50.9

41.4

24.4

31.5

29.2

21.2

18.2

37.3

17.6

17.0

8.6

12.2

13.0

12.5

12.1

12.7

11.1

16.7

18.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①10代

②20代

③30代

④40代

⑤50代

⑥60代

⑦70代

⑧80代

総計

①郷土料理を

知らない

②郷土料理を

作れない

③教わる機会

がない

④作っても食

べる人がいな

い

⑤食卓に出て

こない

⑥食べたくな

い

⑦その他

地産地消について

問１３ 柏崎地域で、特に生産、収穫される農水

産物（野菜・海産物・魚など）や加工品を知って

いますか

知っていると回答した人の割合が平成２４年度
より増加した

①知っている①知っている①知っている①知っている ②知らない②知らない②知らない②知らない

Ｈ２８年度 ５０．４％ ４２．４％

Ｈ２４年度 ４５．６％ ４８．８％
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地産地消について

問１３ 柏崎地域で、特に生産、収穫される農水

産物（野菜・海産物・魚など）や加工品を知って
いますか

もぞく（もずく）、えご、鯛と回答した人が海草や魚で多く、

まこもだけ、節なりきゅうり、柿と回答した人が野菜で多く

鱈の親子漬け、鯛の子塩辛が加工品で多かった

食と健康について

問１４ 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドロー

ム）について、内容を知っていますか

平成２４年度と比較して、内容を知っている人が増加した

①内容を①内容を①内容を①内容を
知っている知っている知っている知っている

②言葉は聞いた

②言葉は聞いた②言葉は聞いた

②言葉は聞いた

ことはあるが、

ことはあるが、ことはあるが、

ことはあるが、

内容は知らない

内容は知らない内容は知らない

内容は知らない

③知らない③知らない③知らない③知らない

Ｈ２８年度 ６９．２％ ２５．８％ ２．７％

Ｈ２４年度 ６５．５％ ３０．１％ １．７％

食と健康について

問１５ 体の健康を保つために自分に必要なエネル

ギー量や食事の量を知っていますか

知っている人と回答した人の割合が少し増加し、少しは知って

いると回答した人の割合とあわせても、やや増加していた

①知っている

①知っている①知っている

①知っている

②少しは知って

②少しは知って②少しは知って

②少しは知って

いる

いるいる

いる

③知らない

③知らない③知らない

③知らない

Ｈ２８年度 １５．６％ ４９．３％ ３３．０％

Ｈ２４年度 １２．７％ ４８．３％ ３６．９％

問１５ 体の健康を保つために自分に必要なエネルギー量
や食事の量を知っていますか

17.7%

13.1%

8.3%

11.8%

18.3%

17.3%

16.7%

20.6%

15.6%

41.9%

41.4%

52.6%

56.3%

48.9%

43.6%

54.0%

48.4%

49.3%

40.3%

45.5%

38.5%

31.9%

32.8%

37.9%

23.6%

24.6%

33.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①10代

②20代

③30代

④40代

⑤50代

⑥60代

⑦70代

⑧80代

総計

①知っている

②少しは知っ

ている

③知らない

食と健康について

問１６ コマ型の「食事バランスガイド」を見た

ことがありますか

見たことがあると回答した割合が１０代は８８．７％、２０代は７５．

８％、３０代は７５．７％と高いが、年代が上がるにつれて低く
なっている。

①ある

①ある①ある

①ある ②ない

②ない②ない

②ない

Ｈ２８年度 ５５．５％ ４２．７％

Ｈ２４年度 ５６．３％ ４１．７％

食と健康について

問１６ コマ型の「食事バランスガイド」を見た
ことがありますか

88.7%

75.8%

75.6%

69.4%

66.1%

48.1%

35.4%

23.8%

55.5%

11.3%

24.2%

24.4%

29.9%

33.9%

51.0%

60.5%

69.8%

42.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①10代

②20代

③30代

④40代

⑤50代

⑥60代

⑦70代

⑧80代

総計

①ある

②ない
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食と健康について

問１７ 日頃、心がけていることについて

48.6

76.8

59.2

38.8

51.5

38.8

32.7

33.2

40.1

45.9

32.0

19.2

36.4

4.6

13.1

1.3

4.4
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る
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よ
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か

ん

で

食
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目

に
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を
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に
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よ
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に

す

る
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無

駄

や

廃

棄
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少

な
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食

事

を

す

る
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マ

ナ
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で
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を

す

る

⑬
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に

対

し

て

感

謝

の

気

持

ち

を

も

つ

⑭

地

域
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恵
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伝
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る

⑮
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品

（

サ

プ

リ

メ

ン

ト

）

を

利

用

し

て

い

る

⑯

そ

の

他

⑰

特

に

な

い

災害時の栄養・食生活について

問１８ 災害に備えて食品や水・熱源等を備蓄し

ていますか

備蓄品があると回答した人の割合は平成２４年度より若干

増加したが、備蓄品がないと回答した人の割合も増加した。

①備蓄品が①備蓄品が①備蓄品が①備蓄品が
あるあるあるある

②備蓄品が②備蓄品が②備蓄品が②備蓄品が
ないないないない

③日常の買③日常の買③日常の買③日常の買
い置き程度い置き程度い置き程度い置き程度

④わからない④わからない④わからない④わからない

Ｈ２８年度 ２２．７％ ２３．３％ ４７．１％ ２．７％

Ｈ２４年度 ２１．９％ １５．９％ ５６．７％ ２．５％

83.0

44.6

64.4

27.0

65.1

12.1

22.8

55.7

32.9

7.6

飲料水

レトルトやフリーズドライ等のご飯や粥

カップ麺

乾パン

肉や魚のレトルトや缶詰

野菜料理のレトルトや缶詰

果物の缶詰やドライフルーツ

インスタントみそ汁やスープ

野菜ジュースや果汁

その他

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

問１８－２ 備蓄品の内容について

％

災害時の栄養・食生活について
災害時の栄養・食生活について

①何の食品を

備蓄したらよ

いかわからな

い, 12.2%

②どのくらい

の数量の備

蓄をしたらよ

いかわからな

い, 18.0%

③置き場所が

ない, 12.1%

④備蓄をした

方がよいとは

思うが、面倒

だ, 38.0%

⑤備蓄をしな

くても何とか

なると思う, 

13.4%

問１８－３ 備蓄をしない理由

20.6%

11.5%

12.4%

9.6%

11.4%

12.1%

12.0%

14.3%

12.2%

14.7%

12.8%

17.8%

14.9%

21.2%

18.8%

19.3%

19.5%

18.0%

8.8%

24.4%

20.9%

13.2%

14.4%

9.7%

12.1%

47.1%

38.5%

42.6%

44.7%

39.4%

30.3%

34.9%

36.4%

38.0%

8.8%

7.7%

4.7%

14.0%

12.1%

22.4%

16.3%

11.7%

13.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80代

総計

何の食品を備蓄

したらよいかわか

らない

どのくらいの数量

の備蓄をしたらよ

いかわからない

置き場所がない

備蓄をした方が

よいとは思うが、

面倒だ

備蓄をしなくても

何とかなると思う

問１８－３ 備蓄をしない理由 問１９ 食育に関する意見・感想等

・子どもの健康、家族の笑顔のために大切である

・家族・仲間とおいしく食べられる環境を作るのが大切である

・心と体の発達、歯の健康との関連が大いにあると思う

・家庭の中で学ぶことが少なくなっているから、義務教育のうちの教育が

大事だ。親の価値観、生活レベルの差があり、家庭では難しい

・柏崎の郷土料理や柏崎産の特産品をもっとＰＲしてほしい

・ランチフェアがとても良かった。このような形で地産地消を推進してほし

い

・災害時の食糧備蓄に関しては、保管場所の制限、賞味期限で無駄が出
る、経済的に備蓄が困難。独居の高齢者には、持ち出す量的にとても難

しい

・独居老人世帯への支援をしてほしい

・健全な食生活を送るには、経済的な余裕がないと難しい
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２ 計画の策定経過 

 

日 時 会議名等 内 容 

平成２８年７月１９日～ 

8 月 5 日 
アンケートの実施 

平成２９年５月２２日 第１回庁内食育推進連絡会議 

・第 2 次食育推進計画の評価 

・市民のめざす姿、世代別の食の現状

と課題の検討 

平成２９年６月２７日 第２回庁内食育推進連絡会議 
・目標項目と目標値（案）を検討 

・今後の取組（案）について 

平成２９年７月１１日 第１回食育推進会議 

・第 2 次計画の評価と第 3 次計画の骨

子について  

・めざす姿と重点目標の確認 

平成２９年９月２６日 第３回庁内食育推進連絡会議 
・目標値の決定 

・行政の行動計画（案）の検討 

平成２９年１０月１９日 第２回食育推進会議 ・計画（素案）提示 

平成２９年１１月２４日 文教厚生常任委員協議会 
第３次食育推進計画（素案）について

説明 

平成２９年１２月５日～ 

平成 30 年１月５日 
パブリックコメント ・計画（案）の公表 

平成３０年１月２３日 第４回庁内食育推進連絡会議 第３次食育推進計画（案）の最終検討 

平成３０年２月１６日 第３回食育推進会議 第３次食育推進計画（案）の最終確認 

平成３０年３月６日 文教厚生常任委員協議会 第３次食育推進計画（案）の報告 

 



《資料編》 
 

72 
 

３ 柏崎市食育推進会議委員名簿 

委員 （任期：平成２８年４月１日～平成３０年３月３１日） 

区 分 所  属 
所属における 

役職等 
氏 名 

（１号委員） 

医療関係者 
柏崎市歯科医師会 ほほえみ歯科医院院長 山口 憲司 

（２号委員） 

教育・児童福祉

関係者 

社会福祉法人 

なかよし福祉会半田保育園 
園長 関口 恵美子 

柏崎市立第一中学校 栄養教諭 今井 佑 

（３号委員） 

関係機関等の 

代表者等 

柏崎地域振興局健康福祉部 地域保健課長 佐藤 淳子 

柏崎市食生活改善推進員協議会 会長 岡嶋 洋子 

新潟県栄養士会柏崎支部  青木 章子 

柏崎食品衛生協会 副会長 市川 昌平 

新潟県立こども自然王国  春日 美帆 

柏崎・刈羽農村地域生活 

アドバイザー連絡会 
会長 米山 マチ子 

柏崎鮮魚商協同組合 副理事長 水地 学 

（４号委員） 
柏崎市食の地産 

地消推進会議を 

代表する者 

柏崎市食の地産地消推進会議の 

代表者 
 吉田 惠子 

（５号委員） 

公募による者 

  櫻井 さなえ 

  栁  均 

 

事務局 

所 属 職 名 氏 名 

福祉保健部 部長 宮崎 勝利 

健康推進課 課長 佐藤 徹 

健康推進課 課長代理（地域保健係長） 坪谷 町子 

健康推進課 健康増進係 係長（保健師） 広田 多恵子 

健康推進課 健康増進係 主任（歯科衛生士） 相沢 朋代 

健康推進課 健康増進係 主任（栄養士） 金子 幸子 

健康推進課 健康増進係 主査（栄養士） 佐藤 佳誉子 

健康推進課 健康増進係 主任（栄養士） 大橋 庸子 
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４ 食育基本法 
                         施行期日 平成 17 年 7 月 15 日 

                             法律第 63 号 

目次目次目次目次    

  前文 

  第１章 総則（第１条－第 15 条） 

  第２章 食育推進基本計画等（第 16 条—第 18 条） 

  第３章 基本的施策（第 19 条－第 25 条） 

  第４章 食育推進会議等（第 26 条－第 33 条） 

 

附則附則附則附則    

21 世 紀 に お け る 我 が 国 の 発 展 の た め に は 、 子 ど も た ち が 健 全 な 心 と 身 体 を 培 い 、 未 来 や

国 際 社 会 に 向 かって羽ばたくことができるようにするとともに、すべての国民が心身の健康を

確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにすることが大切である。 

子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも「食」

が重要である。今、改めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎

となるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選

択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが

求められている。もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子どもたちに

対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と

身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となるものである。 

一方、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中で、人々は、毎日の「食」

の大切さを忘れがちである。国民の食生活においては、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生

活習慣病の増加、過度の痩身志向などの問題に加え、新たな「食」の安全上の問題や、「食」の

海外への依存の問題が生じており、「食」に関する情報が社会に氾濫する中で、人々は、食生活

の改善の面からも、「食」の安全の確保の面からも、自ら「食」のあり方を学ぶことが求められ

ている。また、豊かな緑と水に恵まれた自然の下で先人からはぐくまれてきた、地域の多様性

と豊かな味覚や文化の香りあふれる日本の「食」が失われる危機にある。 

こうした「食」をめぐる環境の変化の中で、国民の「食」に関する考え方を育て、健全な食

生活を実現することが 求められるとともに、都市と農山漁村の共生・対流を進め、「食」 に 関

する消費者と生産者との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発

展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上に寄与することが

期待されている。 

国民一人一人が「食」について改めて意識を高め、自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々

な活動への感謝の念や理解を深めつつ、「食 」に関して信頼できる情報に基づく適切な判断を

行う能力を身に付けることによって、心身の健康を増進する健全な食生活を実践するために、

今こそ、家庭、学校、保育所、地域等を中心に国民運動として、食育の推進に取り組んでいく

ことが、我々に課せられている課題である。さらに、食育の推進に関する我が国の取組が、海

外との交流等を通じて食育に関して国際的に貢献することにつながることも期待される。 

ここに、食育について、基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共団体及び

国民の食育の推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。  

 

    第第第第 1111 章章章章    総則総則総則総則    

 

(目的 ) 

第第第第 1111 条条条条    この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわた

って健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題と

なっていることにかんがみ、食育に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を

明らかにするとともに、食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食育に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活

と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。 

（国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成）

第第第第 2222 条条条条 食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、国民
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の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われなければならない。 

（食に関する感謝の念と理解） 

第第第第 3333 条条条条 食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、食に関わる人々

の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まるよう配慮されなければならない。 

（食育推進運動の展開） 

第第第第 4444 条条条条 食育を推進するための活動は、国民、民間団体等の自発的意思を尊重し、地域の特性に配慮し、地域

住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得るものとするとともに、その連携を図りつつ、あ

まねく全国において展開されなければならない。 

（子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割） 

第第第第 5555 条条条条 食育は、父母その他の保護者にあっては、家庭が食育において重要な役割を有していることを認識す

るとともに、子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教育、保育等における食育の重要性を十分自覚し、

積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むこととなるよう、行われなければならない。 

（食に関する体験活動と食育推進活動の実践） 

第第第第 6666 条条条条 食育は、広く国民が家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所を利用して、食

料の生産から消費等に至るまでの食に関する様々な体験活動を行うとともに、自ら食育の推進のための活動

を実践することにより、食に関する理解を深めることを旨として、行われなければならない。 

（伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献） 

第第第第 7777 条条条条 食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境と調和のとれた食料

の生産とその消費等に配意し、我が国の食料の需要及び供給の状況についての国民の理解を深めるとともに、

食料の生産者と消費者との交流等を図ることにより、農山漁村の活性化と我が国の食料自給率の向上に資す

るよう、推進されなければならない。 

（食品の安全性の確保等における食育の役割） 

第第第第 8888 条条条条 食育は、食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎であることにかんが

み、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及びこれについての意見交換が、食に関する

知識と理解を深め、国民の適切な食生活の実践に資することを旨として、国際的な連携を図りつつ積極的に

行われなければならない。 

(国の責務) 

第第第第 9999 条条条条 国は、第 2 条から前条までに定める食育に関する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、

食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第第第第 10101010 条条条条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、その地方公共団

体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（教育関係者等及び農林漁業者等の責務） 

第第第第 11111111 条条条条 教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健（以下「教育等」という。）に関する職務に

従事する者並びに教育等に関する関係機関及び関係団体（以下「教育関係者等」という。）は、食に関する関

心及び理解の増進に果たすべき重要な役割にかんがみ、資本理念にのっとり、あらゆる機会とあらゆる場所

を利用して、積極的に食育を推進するよう努めるとともに、他の者の行う食育の推進に関する活動に協力す

るよう努めるものとする。 

２２２２ 農林漁業者及び農林漁業に関する団体（以下「農林漁業者等」という。）は、農林漁業に関する体験活動等

が食に関する国民の関心及び理解を増進する上で重要な意義を有することにかんがみ、基本理念にのっとり、

農林漁業に関する多様な体験の機会を積極的に提供し、自然の恩恵と食に関わる人々の活動の重要性につい

て、国民の理解が深まるよう努めるとともに、教育関係者等と相互に連携して食育の推進に関する活動を行

うよう努めるものとする。 

 （食品関連事業者等の責務） 

第第第第 12121212 条条条条    食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する団体（以下「食品関

連事業者等」という。）は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自主的かつ積極的に食育の推進に自

ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する食育の推進に関する政策その他の食育の推進に関する活

動に協力するよう努めるものとする。 

 （国民の責務） 
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第第第第 13131313 条条条条    国民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、

生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与するよう努めるものとする。 

 （法律上の措置等） 

第第第第 14141414 条条条条    政府は、食育の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財制上の措置その他の措置を講

じなければならない。 

 （年次報告） 

第第第第 15151515 条条条条    政府は、毎年、国会に、政府が食育の推進に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければな

らない。 

 

            第第第第 2222 章章章章    食育推進基本計画等食育推進基本計画等食育推進基本計画等食育推進基本計画等    

 

 （食育推進基本計画） 

第第第第 16161616 条条条条 食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食育推進基本計

画を作成するものとする。 

２２２２ 食育推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

1111 食育の推進に関する施策についての基本的な方針 

2222 食育の推進の目標に関する事項 

3333 国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項 

4444 前 3号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３３３３ 食育推進会議は、第 1項の規定により食育推進基本計画を作成したときは、速やかにこれを内閣総理大臣

に報告し、及び関係行政機関の長に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。 

４４４４ 前項の規定は、食育推進基本計画の変更について準用する。 

 （都道府県食育推進計画） 

第第第第 17171717 条条条条    都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における食育の推進に関する

施策についての計画（以下「都道府県食育推進計画」という。）を作成するよう努めなければならない。 

２２２２ 都道府県（都道府県食育推進会議が置かれている都道府県にあっては、都道府県食育推進会議）は、都道

府県食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。 

 （市町村食育推進計画） 

第第第第 18181818 条条条条    市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育推進基本計画

及び都道府県食育推進計画）を基本として、当該市町村の区域内における食育の推進に関する施策について

の計画（以下「市町村食育推進計画」という。）を作成するよう努めなければならない。 

２２２２ 市町村（市町村食育推進会議が置かれている市町村にあっては、市町村食育推進会議）は、市町村食育推

進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。 

 

第第第第 3333 章章章章    基本的施策基本的施策基本的施策基本的施策    

 

 （家庭における食育の推進） 

第第第第 11119999 条条条条 国及び地方公共団体は、父母その他の保護者及び子どもの食に対する関心及び理解を深め、健全な

食習慣の確立に資するよう、親子で参加する料理教室その他の食事についての望ましい習慣を学びながら食

を楽しむ機会の提供、健康美に関する知識の啓発その他の適切な栄養管理に関する知識の普及及び情報の提

供、妊産婦に対する栄養指導又は乳幼児をはじめとする子どもを対象とする発達段階に応じた栄養指導その

他の家庭における食育の推進を支援するために必要な施策を講ずるものとする。 

（学校、保育所等における食育の推進） 

第第第第 20202020 条条条条 国及び地方公共団体は、学校、保育所等において魅力ある食育の推進に関する活動を効果的に促進

することにより子どもの健全な食生活の実現及び健全な心身の成長が図られるよう、学校、保育所等におけ

る食育の推進のための指針の作成に関する支援、食育の指導にふさわしい教職員の設置及び指導的立場にあ

る者の食育の推進において果たすべき役割についての意識の啓発その他の食育に関する指導体制の整備、学

校、保育所等又は地域の特色を生かした学校給食等の実施、教育の一環として行われる農場等における実習、

食品の調理、食品廃棄物の再生利用等様々な体験活動を通じた子どもの食に関する理解の促進、過度の痩身
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又は肥満の心身の健康に及ぼす影響等についての知識の啓発その他必要な施策を講ずるものとする。 

（地域における食生活の改善のための取組の推進） 

第第第第 21212121 条条条条 国及び地方公共団体は、地域において、栄養、食習慣、食料の消費等に関する食生活の改善を推

進し、生活習慣病を予防して健康を増進するため、健全な食生活に関する指針の策定及び普及啓発、地域に

おける食育の推進に関する専門的知識を有する者の養成及び資質の向上並びにその活用、保健所、市町村保

健センター、医療機関等における食育に関する普及及び啓発活動の推進、医学教育等における食育に関する

指導の充実、食品関連事業者等が行う食育の推進のための活動への支援等必要な施策を講ずるものとする。 

（食育推進運動の展開） 

第第第第 22222222 条条条条 国及び地方公共団体は、国民、教育関係者等、農林漁業者等、食品関連事業者等その他の事業者

若しくはその組織する団体又は消費生活の安定及び向上等のための活動を行う民間の団体が自発的に行う食

育の推進に関する活動が、地域の特性を生かしつつ、相互に緊密な連携協力を図りながらあまねく全国にお

いて展開されるようにするとともに、関係者相互間の情報及び意見の交換が促進されるよう、食育の推進に

関する普及啓発を図るための行事の実施、重点的かつ効果的に食育の推進に関する活動を推進するための期

間の指定その他必要な施策を講ずるものとする。 

２２２２ 国及び地方公共団体は、食育の推進に当たっては、食生活の改善のための活動その他の食育の推進に関す

る活動に携わるボランティアが果たしている役割の重要性にかんがみ、これらのボランティアとの連携協力

を図りながら、その充実が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。 

（生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等）

第第第第 23232323 条条条条    国及び地方公共団体は、生産者と消費者との間の交流の促進等により、生産者と消費者との信頼

関係を構築し、食品の安全性の確保、食料資源の有効な利用の促進及び国民の食に対する理解と関心の増進を

図るとともに、環境と調和のとれた農林漁業の活性化に資するため、農林水産物の生産、食品の製造、流通等

における体験活動の促進、農林生産物の生産された地域内の学校給食等における利用その他のその地域内にお

ける消費の促進、創意工夫を生かした食品廃棄物の発生の抑制及び再生利用等必要な施策を講ずるものとする。 

 （食文化の継承のための活動への支援等） 

第第第第 24242424 条条条条    国及び地方公共団体は、伝統的な行事や作法と結びついた食文化、地域の特色ある食文化等我が

国の伝統のある優れた食文化の継承を推進するため、これらに関する啓発及び知識の普及その他の必要な施

策を講ずるものとする。 

 （食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進） 

第第第第 25252525 条条条条    国及び地方公共団体は、すべての世代の国民の適切な食生活の選択に資するよう、国民の食生活

に関し、食品の安全性、栄養、食習慣、食料の生産、流通及び消費並びに食品廃棄物の発生及びその再生利

用の状況等について調査及び研究を行うとともに、必要な各種の情報の収集、整理及び提供、データベース

の整備その他食に関する正確な情報を迅速に提供するために必要な施策を講ずるものとする。 

２２２２ 国及び地方公共団体は、食育の推進に資するため、海外における食品の安全性、栄養、食習慣等の食生活

に関する情報の収集、食育に関する研究者等の国際的交流、食育の推進に関する活動についての情報交換そ

の他国際交流の推進のために必要な施策を講ずるものとする。 

                                                                          

            第第第第 4444 章章章章    食育推進食育推進食育推進食育推進会議会議会議会議等等等等    

                                                             

 （食育推進会議の設置及び所掌事務） 

第第第第 26262626 条条条条 内閣府に、食育推進会議を置く。 

２２２２ 食育推進基本会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

１１１１ 食育推進計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

２２２２ 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する施策の

実施を推進すること。 

 （組織） 

第第第第 27272727 条条条条    食育推進会議は、会長及び委員 25 人以内をもって組織する。 

 （会長） 

第第第第 28282828 条条条条 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。 

２２２２ 会長は、会務を総理する。 
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３３３３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

 （委員） 

第第第第 29292929 条条条条 委員は次に掲げる者をもって充てる。 

1111 内閣府設置法 （平成 11年法律第 89号）第 9 条第 1項に規定する特命担当大臣であって、同項の

規定により命を受けて同法第 4条第 1項第 18号に掲げる事項に関する事務及び同条第 3項第 27号の

3 に掲げる事務を掌理するもの（次号において「食育担当大臣」という。） 

2222 食育担当大臣以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

3333 食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２２２２ 前項第 3号の委員は、非常勤とする。 

 （委員の任期） 

第第第第 30303030 条条条条 前条第 1項第 3号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

２２２２ 前条第 1項第 3号の委員は、再任されることができる。 

 （政令への委任） 

第第第第 31313131 条条条条 この章に定めるもののほか、食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

 （都道府県食育推進会議） 

第第第第 32323232 条条条条    都道府県は、その都道府県の区域における食育の推進に関して、都道府県食育推進計画の作成及

びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、都道府県食育推進会議を置くことができる。 

２２２２ 都道府県食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。 

（市町村食育推進会議） 

第第第第 33333333 条条条条    市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作成及びその

実施の推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置くことができる。 

２２２２ 市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。 

附附附附    則則則則    抄抄抄抄    

 （施行期日） 

第第第第 1111 条条条条    この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

附附附附    則則則則    （平成（平成（平成（平成 21212121 年年年年 6666 月月月月 5555 日法律第日法律第日法律第日法律第 49494949 号）号）号）号）    抄抄抄抄    

  （内閣府設置法の一部改正） 

第第第第２２２２条条条条    内閣府設置法の一部を次のように改正する 

第４条第１項に次の１号を加える第４条第１項に次の１号を加える第４条第１項に次の１号を加える第４条第１項に次の１号を加える    

１７１７１７１７ 食育の推進を図るための基本的な政策に関する事項 

第４条第３項第２７号の２に次の１号を加える第４条第３項第２７号の２に次の１号を加える第４条第３項第２７号の２に次の１号を加える第４条第３項第２７号の２に次の１号を加える 

２７の３２７の３２７の３２７の３ 食育推進基本計画（食育基本法（平成１７年法律第６３号）第１６条第１項に規定するものをいう。）

の作成及び推進に関すること。 

第４０条第３項の表中第４０条第３項の表中第４０条第３項の表中第４０条第３項の表中「少子化社会対策会議 少子化社会対策基本法」を「食育推進会議 食育基本法 少子化

社会対策会議 少子化社会対策基本法」に改める。 
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５ 新潟県柏崎市食育推進会議設置条例 
                          平成 25 年 12 月 18 日 

条例第 59 号 

 

（設置） 

第 1 条 食育基本法(平成 17 年法律第 63 号。以下｢法｣という。)の基本理念にのっとり、市民、

保健 医 療 関 係 者 、 教 育 ・ 児 童 福 祉 関 係 者 、 関 係 機 関 等 が 連 携 し な が ら 、 食 育 の 推 進 に 関 す

る 施 策を検討することにより、生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性が育まれる

よう法第 33 条第 1 項の規定に基づき、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 138 条の 4 第 3

項の規定に 基づく市長の附属機関として、柏崎市食育推進会議(以下｢推進会議｣という。)を

置く。 

（所掌事務） 

第 2 条 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について協議・検討し、その結果を

市長に答申するものとする。 

(1) 法第 18 条第 1 項の規定に基づき定める柏崎市食育推進計画の策定に関すること。 

(2) 前号の計画に関する施策の実施、進行管理及び評価に関すること。 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、食育の推進に関すること。 

（組織） 

第 3 条 推進会議は、15 人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又

は任命する。 

(1) 保健医療関係者 

(2) 教育・児童福祉関係者 

(3) 関係機関の代表者等 

(4) 新潟県柏崎市食の地産地消推進条例(平成 24 年条例第 42 号)第 17 条第 1 項の規定に

基づき設置する柏崎市食の地産地消推進会議の代表者 

(5) 公募による者 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

（任期） 

第 4 条 委員の任期は、2 年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第 5 条 推進会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（推進会議） 

第 6 条 推進会議は、会長が招集し、議長となる。 

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができ

る。 

（専門部会） 

第 7 条 推進会議には必要に応じて専門部会を設け、専門的及び技術的な事項について検討を

行うことができる。 

（守秘義務） 

第 8 条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とす

る。 

 

（庶務） 

第 9 条 推進会議の庶務は、福祉保健部において処理する。 

（委任） 
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第 10 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附則 

（施行期日） 

1 この条例は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

（準備行為） 

2 委員の委嘱のために必要な手続きは、この条例の施行の日前においても行うことができる。 

（特例措置） 

3 この条例の施行の日以後最初に開催される推進会議は、第 6 条第 1 項に規定にかかわらず 

市 長 が 招 集 す る も の と す る 。  

（ 特 別 職 の 職 員 で 非 常 勤 の も の の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 実 費 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一 部改正）  

4 新 潟 県 柏 崎 市 特 別 職 の 職 員 で 非 常 勤 の も の の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 実 費 弁 償 に 関 す る 条 例  

(昭 和 31 年 条 例 第 22 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に改正す る 。  

別 表 1 中  

「  
 

歯科保 健 推 進 会 議 委 員  1 日 に つ き  6 ,400 円  〃  」  

 

を  

「  

 

食 育 健 推 進 会 議 委 員  1 日 に つ き  6 ,400 円  〃  

歯科保 健 推 進 会 議 委 員  1 日 に つ き  6 ,400 円  〃  」  

 

に改め る 。  

 

 附 則 （ 平 成２９年３月２３日  条 例 第１３号 ）  

  

こ の 条 例 は 、 平 成２９年４月１日 か ら 施 行 す る 。  
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